
 

議 案 第 １ 号 

 

 

 

富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

 

 

令和３年２月９日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

 

提 案 理 由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に伴い、富士見市手

数料条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出します。 

 

  



 

富 士 見 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表６９の項ウ中「３１，０００円」を「１９，０００円」に改め、同表７０の項

中「４１２，０００円」を「３１７，０００円」に、「１５８，０００円」を 

「１１８，０００円」に改め、同表中８４の項を８７の項とし、８３の項を８６の項

とし、８２の項を８５の項とし、８１の項を８４の項とし、同項の前に次の１項を加

える。 

８３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律施行規則（平成２８年国土交通省令

第５号）第１１条の規定に基づく軽微な変

更に該当していることを証する書面の交付

の申請に対する審査 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第３４条第３項に規定する他

の建築物について、当該建築物が記載さ

れた同条第１項に規定する建築物エネル

ギー消費性能向上計画が同法第３５条第

１項の認定又は同法第３６条第１項の変

更の認定を受けたことを示す書類が提出

された場合 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル

以上のもの 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号イに定める基準に適合するもの 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件につき 5,500円 

 

1件につき 9,500円 

 

 

 

 

1件につき 133,500円 



     

 未満のもの 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル

以上のもの 

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号ロに定める基準に適合するもの 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル

以上のもの 

 

1件につき 167,000円 

 

 

 

 

1件につき 51,000円 

 

1件につき 65,000円 

 

別表８０の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、「７９の項」を 

「８１の項」に、「１７１，０００円」を「１３０，０００円」に、 

「４３２，０００円」を「３３４，０００円」に改め、同項を同表８２の項とし、同

表７９の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、「第２条第３号」を「第

２条第１項第３号」に、「３１，０００円」を「１９，０００円」に改め、同項を同

表８１の項とし、同表７８の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第

３０条第２項」を「第３５条第２項」に、「７４の項又は７５の項」を「７６の項又

は７７の項」に改め、同項を同表８０の項とし、同表７７の項中「第３１条第１項」

を「第３６条第１項」に、「７８の項」を「８０の項」に、「７４の項又は７５の項」

を「７６の項又は７７の項」に改め、同項を同表７９の項とし、同表７６の項中「第

２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」

に、「７４の項又は７５の項」を「７６の項又は７７の項」に改め、同項を同表７８

の項とし、同表７５の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「７４の項

及び７６の項」を「７６の項及び７８の項」に、「１７１，０００円」を 

「１３０，０００円」に、「４３２，０００円」を「３３４，０００円」に改め、同

項を同表７７の項とし、同表７４の項中「（平成２７年法律第５３号）第２９条第１

項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に、

「７５の項ア(ｲ)、７９の項イ及び８０の項ア(ｲ)」を「７７の項ア(ｲ)、８１の項イ 

及び８２の項ア(ｲ)」に、「３１，０００円」を「１９，０００円」に改め、同項を 

同表７６の項とし、同項の前に次の２項を加える。 



７４ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律（平成２７年法律第５３号）第１２

条第１項又は第１３条第２項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能適合性判定の

申請に対する審査 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第３４条第３項に規定する他

の建築物について、当該建築物が記載さ

れた同条第１項に規定する建築物エネル

ギー消費性能向上計画が同法第３５条第

１項の認定又は同法第３６条第１項の変

更の認定を受けたことを示す書類が提出

された場合 

(ｱ) 床面積の合計（市長が別に定める算

定方法によって算定したものをいう。

以下この項及び８３の項において同

じ。）が３００平方メートル未満のも

の 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル

以上のもの 

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号イに定める基準に適合するもの 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル

以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 11,000円 

 

 

 

 

１件につき 19,000円 

 

 

 

 

１件につき 267,000円 

 

１件につき 334,000円 

 

 ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号ロに定める基準に適合するもの 

 

 

 



(ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル

以上のもの 

１件につき 102,000円 

 

１件につき 130,000円 

７５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律第１２条第２項又は第１３条第３項

の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対する審査 

７４の項に定める額に２分

の１を乗じて得た額 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


